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自動車の保守管理（点検整備と検査）と自動車整備工場の関係

点検整備
自動車の使用者は、点検・整備をすることにより、自動車を
保安基準に適合するよう維持しなければならない。

自動車は、保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。（道路運送車両法）
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※自家用乗用車の例

検査（車検）
国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の
交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供し
てはならない。

●新規検査
自動車を運行の用に供しようとするときは、使用者は、自動車を提示
して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。

●継続検査
使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用
しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう
継続検査を受けなければならない

●日常点検

自動車の使用者は、走行距離、運行時の状態等から判断した適切な
時期に日常点検をし、必要な整備をしなければならない。

●定期点検整備
自動車の使用者は、定期的に点検をし、必要な整備をしなければな
らない。

自動車の保守管理は使用者（ユーザー）に義務付けられています。

現状として、使用者には自動車の構造装置に関する知識や技術がない場合もあり、多くが自動車整
備工場に点検整備と検査を依頼している。
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自動車技術の高度化及び電動化車両の普及
近年、自動ブレーキなど自動車技術の高度化・実用化やHV・EVの普及が急速に進展。
先進技術は、幅広い車種まで搭載が進んできており、今後も普及が予想される。

HV・EVの普及の状況

EV自動車の保有台数の推移

（一社）自動車検査登録情報協会HPより
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（千台） HV（PHV含む）自動車の保有台数の推移

自動車技術の高度化・実用化の状況
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【自動運転機能】
・自動ブレーキ
・自動車線維持
・自動車線変更など

【要素技術】
電子制御技術
センシング技術

自動ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置（乗用車）搭載率
（先進技術の例）

自動ブレーキ

ペダル踏み間違い急発進抑制装置

国土交通省調べ 
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自動車特定整備制度の創設

制度の概要

衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援装置等の電子的に制御されている先進技術について、整備作業が

適切でない場合、機能が発揮されないばかりでなく事故につながるおそれがあることから、令和2年4月以降、

事業として電子制御装置の整備を行う場合、国の認証が必要。（経過措置：令和6年3月31日まで）

Ⅰ．従来の分解整備※ Ⅱ．電子制御装置整備（新設）+ ＝ 特定整備

エンジンやブレーキなど自動車の重要な保安部品を取り外して行う整備・改造

新たに特定整備の対象とする作業（電子制御装置整備）

①衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援装置の作動に影響を及ぼす整備・改造

②上記に係るカメラやレーダー等が取り付けられている車体前部（バンパ、グリル）や窓ガラスの脱着

③自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼす整備・改造

複眼カメラ

（スバルHPより）

カメラ・ミリ波レーダー複合型

（レクサスHPより）

これらの装置が確実に作動するための
エーミング作業（調整等）が必要
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車載式故障診断装置の活用（OBD点検の追加）

車載式故障診断装置（OBD）とは

近年の自動車には、電子装置の状態を監視し、故障を記録する「車載式故障診断装置（OBD：On-
Board Diagnostics）」が搭載されている。

OBDに記録された故障コードは、スキャン
ツールを車両に接続することにより読取可能。

スキャンツール

接続 読取

令和3年10月より、近年の電子制
御された自動車を適切に管理して
いただくため、これまでの点検項
目に加え、OBDに記録している各
種装置の故障の有無や作動状況を
読み出し、各種装置が正常に作動
しているかを確認する「OBD点
検」が義務付けされました。

OBD点検の義務付け
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ＯＢＤ検査の概要（車検制度）

○ 現在の自動車の検査（車検）は、外観や測定器を用いた機能確認により行われているが、令和
６年10月より、車載式故障診断装置（OBD）を活用した、衝突被害軽減ブレーキなどの電子制
御装置の検査を開始

※指定整備工場はスキャンツールを車両に接続し、(独)自動
車技術総合機構から提供される専用アプリを通じて、電子制
御装置等の保安基準適合性を判定。

OBD検査開始時期
令和６年10月（輸入車は令和７年10月）
※令和5年10月よりプレ運用開始

OBD検査の対象車両
国産車：令和3年10月1日以降の新型車
輸入車：令和4年10月1日以降の新型車

(独)自動車技術総合機構

スキャンツール

指定整備工場等

通信

OBD検査OBD検査現在の検査現在の検査

+

現在の検査においては「検査機器の測定」 、「検査職員による目視等」
により、自動車の保安基準への適合性を審査している。

・直進安定性
・ブレーキ性能
・ヘッドライト性能
・排気ガス
・その他（同一性や各種装置 等）・・検査職員による確認

機器による測定
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整備人材に関する課題への対応
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自動車整備要員の現状について

従業員：

585,475人

547,332人

整備要員

402,221人
399,619人

保有台数

7,866万台

8,217万台

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

万

自動車整備事業の従業員数と整備要員数
及び全国自動車保有台数

自動車整備要員の有効求人倍率 自動車整備士の過不足の状況
（整備工場に対するアンケート結果）

自動車整備要員の平均年齢自動車整備学校入学者数

39.7 歳

46.7歳

H15 H18 H21 H24 H27 H30 R03
出典：（一社）日本自動車整備振興会連合会編

「自動車整備白書」

128万人

101万人

12,394 人 6,536 人

H15 H18 H21 H24 H27 H30 R03

高等学校卒業者数

自動車整備学校入学者数

出典：全国自動車大学校・整備専門学校協会調べ

出典：（一社）日本自動車整備振興会連合会編「自動車整備白書」出典：厚生労働省「職業安定業務統計」

1.07

4.72

0.59 1.19

H23 H26 H28 H30 R02 R04

自動車整備
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31.9%
不足状態

にない やや不足
と感じている

不足と
感じている

不明

（年度）（年度）

（年度）

全職種

従業員及び整備要員
出典：（一社）日本自動車整備振興会連合会編

「自動車整備白書」

保有台数
出典：（一社）自動車検査登録情報協会HP

「自動車保有台数」

（年度）

自動車整備士の不足感を持つ
事業者は約６割

○ 自動車整備事業における従業員数は、ほぼ横ばいで推移。（整備要員は約40万人）
○ 近年、自動車整備要員の有効求人倍率が上昇するなど、整備業界の人材不足が顕在化。
○ 少子化や若者のクルマ離れの進展、職業選択の多様化により、自動車整備士を目指す若者が減少。
○ 自動車整備要員の平均年齢は上昇傾向にあり、令和４年度には46.7歳に達している。
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整備要員の人材確保の取組事例

高等学校へ訪問し、自動車整備業のPRを実施

関係団体と人材確保、
育成等の取組など協議

経営者向けセミナー・協議会経営者向けセミナー・協議会

自動車整備士のPR活動自動車整備士のPR活動 運輸支局長等による高等学校訪問

脱炭素化に対応する整備人材の育成脱炭素化に対応する整備人材の育成

ポスター・パンフレット
を用いてPRを実施

電動車の整備に対応した
教育の高度化を推進

インターネット動画等
を用いてPRを実施

○ 自動車整備の人材を確保するため、経営者向けセミナー等で整備士の処遇改善を働きかけると
共に、自動車整備士のPRや運輸支局長等による高等学校訪問などを実施

整備士の処遇改善の重
要性を説明

【訪問実績】
○令和元年度 ５９４校
○令和２年度 ５９６校
○令和３年度 ５７２校
〇令和４年度 ５５５校

H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

九州管内 ７０校 ７４校 ７３校 ９７校 ７２校 ６４校
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自動車整備人材に係る課題への対応について

自動車整備士の仕事内容に対する興味を持ち、
職業として整備士を選択してもらう。

② 【新規】自動車整備士の仕事体験事業

①若年層への自動車整備士のPR強化
学校への出前授業の実施、
工場見学の実施支援

自動車整備士の
ポスターを作成

自動車整備士の仕事内容を体験
（夏休みに自動車整備の仕事を体験 等）
働く従業員と接する経験

（想定される評価指標）
・従業員の賃上げ計画が明示さ

れ、実行されている
・働きやすい職場の整備（冷暖

房完備、工具の支給等）
・短時間勤務、週休三日制など

を選択できるシフト制の導入
など

③【新規】自動車整備士の働きやすい職場ガイドライ
ンの策定、事業者の達成状況の評価

自動車整備事業者に対し、
短時間勤務、週休三日制
などを選択できるシフト制の
導入など、自動車整備士の
多様な働き方の提示につい
て意識を喚起するため、経
営者向けセミナーを開催

④経営者向けセミナーの開催

⑤整備事業者が合同で行う先進技
術の研修に対する支援

VR教材を用いた学習

カメラ・センサーの整備手法を学ぶ合同研修

⑥整備士養成校におけるＶＲ教材
や最新車両（安全・ 環境技術
搭載車両）等の導入

【人材の募集】 【人材の定着】 【人材の育成】

○ 有識者や業界関係者からなる「自動車整備の高度化に対応する人材確保に係る検討
ＷＧ」において対策を検討し、その内容をR5.3月に中間とりまとめ

セミナー開催の様子

小学生等を対象と
した整備士体験
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九州における主な取組み（関係団体主催を含む）令和５年度

●自動車整備事業における仕事体験事業
●社会科見学

●令和5年9月2日 県下一斉マイカー点検 佐賀県
●令和5年10～12月 マイカー点検（県内全域） 鹿児島県
●令和5年10月29日 マイカー点検教室＆整備士体験（ﾚｿﾞﾅｯｸﾄﾞｰﾑ大分） 大分県
●令和5年11月 5日 ばぶばぶフェスタ 佐賀県
●令和5年11月28日 小学校への社会科出前授業（晴海台小学校） 長崎県
●令和6年 1月14日 みやtheキッズモール（宮交シティ） 宮崎県
●令和6年 1月30日 整備士育成出前講座（奄美高校） 鹿児島県

○児童・若者がクルマに興味を持ち、自動車整備の仕事を知ってもらうためのイベント

運輸支局長等による高校訪問に加え、関係団体と協力し少子化や若者のクルマ離れの進
展、職業選択の多様化による自動車整備士を目指す若者の減少への対応や定着のための
取組みを実施

○ 児童・生徒が働く人々と接し職業
や仕事を実際に体験する機会の
確保

イメージ向上のPR活動

（※取り組みの一部を抜粋）

職場体験等の推進

（千原台高校の社会科見学：熊本トヨペット本社）（奄美高校への出前講座）（大分：マイカー教室＆整備士体験）
（宮崎：みやtheキッズモール） （鹿児島：マイカー点検）
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運輸関係事業者向け「人材確保・育成対策応援サイト」の運用

「人材確保・育成対策応援サイト」とは？

運輸関係事業者が、人材確保・育成に取り組むにあたり、必要な情
報を横断的に簡単に入手できるよう、運輸局や関係団体等の各種の取
組事例や国土交通省等の支援策等の関係情報を掲載したもの。

＜掲 載 情 報＞
・取組事例（事業別）
・取組事例（テーマ別）
・支援制度・助成金
・お役立ち情報

手引き・マニュアル
女性の活躍
各種リンク

・相談・お問い合わせ

（九州運輸局HPより）
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九州運輸局における車座対話の実施

九州運輸局は、福岡県自動車整備振興会と合同により、「オートアフターマーケット九州2023」におい
て、「クルマの進化に対応した自動車整備の魅力と重要性」をテーマに、九州では初めての自動車整備士
の皆様との「車座対話」を開催

１．実施日時等
日 時：令和5年11月11日（土）10:30時より（約90分）
場 所：マリンメッセ福岡Ｂ館内セミナー会場（福岡市博多区沖浜町）
参加者：福岡県内の自動車整備士、養成学校、振興会、運輸局、福岡支局（計1３名）
来場者：６０名

２．実施目的
(1)自動車整備士の魅力や社会的な重要性を発信し、広く一般の方に興味・関心をもってもらう
(2)自動車整備における課題等を聴き、行政の取り組みに反映する

３．意見交換会内容（一部抜粋）
・自動車整備士の仕事を知ったきっかけ、仕事を選んだ理由

⇒「幼少期から自動車に興味があった」
⇒「機械いじりが好きだった」

・魅力や苦労、新技術対応への課題や目標
⇒「整備の知識だけではなく、様々な資格取得（保険、査定等）が必要」、
⇒「先進技術がメーカーや車種毎で統一しておらず、整備技術を習得することが車両ごと

にバラバラで難しい」

・人材不足解決のために必要な取り組みや行政への要望
⇒「未認証行為や悪質な不正に関してはもっと厳しい罰則があっても良い。優良事業場や

自動車整備士に関しては、優遇制度や助成などを検討していただきたい」
⇒「デジタルツール（VR等）を活用した体験型の職業紹介をデジタルツールを行政で製作

作成していただき、教育団体等で活用し整備士体験していただく」

九州運輸局
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職業ガイド紙の作成

日刊自動車新聞社と連携して、自動車
整備士の仕事内容を紹介する職業ガイ
ド紙（カーエンジニア）を作成。

自動車整備人材確保・育成連絡会の取組（九州）
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魅力ある職場環境の整備
（待遇改善・設備更新）

更なる自動車整備人材の確保・育成に向けて

業界全体で、課題に立ち向かう意識を！

自動車整備士の確保
（整備士養成・採用）

自動車整備士の育成
（キャリアアップ・技術伝承）

生産性向上
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（参考資料）

・各種支援メニュー

・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する
指針について



自動車整備力の維持・強化（事業者間連携事業）

支援

申請

課題解決への取組の公募

【支援条件】
地域の自動車整備力の維持・ 強化に資す
るものであること。

【支援内容】
会場費、講師費、コンサル費、旅費、教材費
等の一部

例えば、エーミング用ターゲット費用、スキャ
ンツール費用、メーカー講師派遣費用など

国土交通省による支援

経営者向け事業承継セミナー
（北海道）

先進技術の講習会
（群馬）

整備振興会等が取組を企画・実施

各地域における自動車整備力の維持・強化のための取組を支援

〇 自動車整備事業者は、新技術への対応や人材育成・確保等を図るとともに、生産性
向上を図ることが必要

〇 国土交通省では、整備振興会等が実施する新技術に関する勉強会や人材セミナー、
自動車整備士養成施設が整備事業者と連携して行う整備体験会などの取組を支援

【自動車整備力の維持・強化のための取組例】
・新たな整備技術に関する講習会、体験会
・地域の自動車整備人材確保のための取組

（転職・採用マッチング、離職者対策等）
・高校生や専門学校生の整備作業体験会

※令和５年度の申請期間は、令和５年１０月２３日～１２月２２日

支援予算額：6000万円
限度額：１件あたり３００万円

【令和4年度実施事業】



事業再構築補助金

補助金額・補助率
中小／中堅 補助上限額 補助率
中小企業 1億円 1/2（大規模な賃上げを行う場合2/3）
中堅企業 1.5億円 1/3（大規模な賃上げを行う場合1/2）

補助対象経費
建物費、 機械装置・システム構築
費（リース料を含む）、技術導入
費 、専門家経費 、運搬費、クラウ
ドサービス利用費、外注費、知的財
産権等 関連経費、広告宣伝・販
売促進費、研修費
（一部の経費については上限等の
制限あり）

第１２回公募 公募期間：未定
申請受付：未定

成長戦略実行計画（令和３年６月１８日閣議決定）

事業再構築補助金「グリーン成長枠」

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（抜粋）

2050年カーボンニュートラルという高い目標の実現に向けて、グリーン成長戦略の具体化を進める。

自動車販売店や整備事業者については、電動化に伴う車両の構造変化に対応した設備投
資・人材育成や、整備事業の更なる効率化・生産性向上に向けた DX 投資等を後押しする。

研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野
（自動車分野含む）の課題の解決に資する取組を行う事業者に対する支援

【令和4年度補正予算額：事業再構築補助金5,800億円の内数】



国土交通大臣（主務大臣）
「自動車整備業の指針」の策定

【認定取得時の支援措置】

生産性を高めるための機械装置、器具備品・工具、建物附属設備等を取得し

た場合、即時償却又は法人税（所得税）の税額控除

計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

○商工中金による低利融資

○中小企業信用保険法の特例（保証限度額の別枠・保証枠の拡大）

○中小企業投資育成株式会社の特例 等

経営力向上計画

申請事業者

①申請 ②認定

自動車整備事業者
車体整備事業者 等

【経営力向上計画申請における経営指標】

（「自動車整備業の指針」で規定）

労働生産性（基本方針による指標）

点検整備入庫台数増加率：3年間で１％以上向上 等

業務関連資格等の取得

・整備要員の1/4以上の者が経営力向上推進機関（日整連）による研修の

受講 等

中小企業経営力強化税制（自動車整備事業者における生産性向上の取組）

※資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7％

自動車整備事業者等による経営力向上に係る取組の支援
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」を作成し、国（国土交通省）の認定を受けることにより、
設備投資に係る即時償却又は法人税等の税制控除（10％※）のいずれかの措置を受けることが可能。

経営革新等支援機関

例
・自動車整備商工組合
・商工会議所・商工会
・金融機関
・税理士、診断士等の専門家

経済産業大臣
（基本方針の策定）

申請を
支援

事業分野別
経営力向上推進機関

日整連

普及啓発
人材育成

【機械装置】
（160万円以上）

・リフト ・門型洗車機 ・塗装ブース
・スポット溶接機
・エーミング装置

対象設備（例）

【自動車検査用機器などの器具備品】
（30万円以上）

・Ｈライトテスター ・オパシメーター ・排気ガステスター
・ブレーキ/スピードテスター
・ホイールバランサー
・スキャンツール

【建物附属設備】
（60万円以上）

・空調設備 ・高圧受電設備

【ソフトウェア】
（70万円以上）

・車両・顧客管理システム

★適用期限 令和５年４月１日～令和７年３月３１日
＜参考画像：自動車機械工具ガイドブックより＞



中小企業経営力強化税制（自動車整備事業者における生産性向上の取組）



自動車整備事業者への支援（補助・税制） 【令和5年11月1日現在】

補助金等の名称 事業等の内容 補助額等 問合せ窓口

事業再構築補助金 ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応する
ために新分野展開、事業再編等、思い切った事業再構築に意
欲を有する中小企業等の挑戦を支援。

●公募期間：未定（第12回）
申請受付：未定

グリーン成長枠（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）
・補助上限額：1億円（中小）
、1.5億円（中堅）
・補助率:1/2以内（中小）
、1/3以内（中堅）
（賃上げによる上乗せあり）

事業再構築補助金事務
局コールセンター

中小企業経営強化税制
【令和7年3月31日まで】

中小企業等経営強化法の認定計画に基づき新規の機械装置、
器具備品・工具、ソフトウェア、建物附属設備を取得した場合に
適用できる税制措置。

法人税又は所得税において
即時償却又は取得価額の
10%(資本金3,000万円超1
億円以下の法人は7%)の税
額控除

・認定
各地方運輸局
・税制処置

中小企業税制サポート
センター

中小企業投資促進税制
【令和7年3月31日まで】

生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合
に、適用できる税制措置。

法人税又は所得税において
取得価額の30%の特別償
却又は7%の税額控除（資
本金3,000万円以下の法人、
個人事業主のみ）

中小企業税制サポート
センター

ものづくり・商業・サービ
ス生産性向上促進補助
金（ものづくり補助金）

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試
作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援。

●申請期間：（第16次）令和5年7月28日～令和5年11月7日（終
了）

・補助上限額：1250万円
・補助率：1/2以内（中小）

2/3以内（小規模）

ものづくり補助金事務局
サポートセンター

サービス等生産性向上
ＩＴ導入支援事業
（ＩＴ導入補助金）

中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するＩＴツール
（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事業費等の経費
の一部を補助。

●申請期間：令和5年8月1日～終了時期は後日案内

通常枠
・補助上限額：450万円
・補助率:1/2以内

サービス等生産性向上
IT導入支援事業 コール
センター



補助金等の名称 事業等の内容 補助額等 問合せ窓口

小規模事業者持続化
補助金
（持続化補助金）

小規模事業者等が直面する制度変更等に対応するため、持
続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等
の取組や、その取組と併せて行う業務効率化（生産性向上）
の取組を支援。
●申請期間： 令和5年9月12日～令和5年12月12日

通常枠
・補助上限額：50万円

（インボイス特例要件を満た
す場合、50万円上乗せ）
・補助率2/3以内

・商工会：各都道府
県商工会連合会

・商工会議所：日本
商工会議所小規模
事業者持続化補助
金事務局

賃上げ促進税制
【令和6年3月31日まで】

中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より
給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法
人税（個人事業主は所得税）から控除できる税制措置

雇用者給与等支給額が1.5%
以上増加した場合、増加額
の15%を法人税又は所得税
から控除（2.5%以上増加：15%
上乗せ、教育訓練費額10%以
上増加：10%上乗せ）

中小企業税制サ
ポートセンター

経営資源集約化税制
①は
【令和7年3月31日まで】
②は
【令和6年3月31日まで】

経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の
認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場
合に、以下を認める措置

①設備投資減税
②準備金の積立

①中小企業経営強化税制に
同じ
②株式等の取得価格の70％
以下を積立てたとき、積立金
を損金算入

・認定
各地方運輸局
・税制処置

中小企業税制サ
ポートセンター
②について
中小企業庁

再編・統合等に係る税負
担の軽減措置
【令和6年3月31日まで】

中小企業等経営強化法の認定を受けると、Ｍ＆Ａ（親族外
承継）の際に発生する登録免許税・不動産取得税を軽減す
る措置。

・登録免許税:合併による移
転の場合は税率0.2（分割
による移転の場合は0.4）

・不動産取得税:税率1/6減額
相当

中小企業税制サ
ポートセンター

中小企業者等の少額減
価償却資産の取得価額
の損金算入の特例
【令和6年3月31日まで】

30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償

却資産の合計額を全額損金算入（即時償却）を認める特例
措置。

上限合計額:300万円 国税庁、国税局（事
務所）または税務
署の税務相談窓口

自動車整備事業者への支援（補助・税制） 【令和5年11月1日現在】



補助金等の名称 事業等の内容 補助額等 問合せ窓口

事業承継税制
【令和9年12月31日まで】
※個人事業者の場合は
令和10年12月31日まで

事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予する措置 相続税・贈与税の納税を
100%猶予。（都道府県知事

の認定や税務署への申告
の手続が必要）

都道府県庁担当窓口

中小企業等経営強化法
に基づく固定資産税の
特例

【令和7年3月31日まで】

中小企業等経営強化法の先端設備等導入計画（※認
定は市区町村）に基づき新規の機械装置、測定工具及
び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等
を新規に取得した場合に適用できる税制措置

固定資産税:
3年間1/2に軽減（賃上げ
要件を満たせば最大5年
間1/3に軽減）

・認定 各市町村
・税制措置

中小企業税制サ
ポートセンター

※ 公募が早期に終了する場合もございます。

自動車整備事業者への支援（補助・税制） 【令和5年11月1日現在】



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について

令 和 ５ 年 １ ２ 月
内 閣 官 房
公 正 取 引 委 員 会



労務費の転嫁の現状

1

特別調査の結果、原材料価格やエネルギーコストに比べ、労務費の転嫁が進んでいない結果がみられた。
（コスト別の転嫁率<中央値>︓原材料価格（80.0%）、エネルギーコスト（50.0%）、労務費（30.0%））

特別調査の回答者からの声としては、労務費の転嫁の交渉実態として、価格転嫁を認めてもらえたとする声がある
一方で、以下の声があった。
 労務費の上昇分は受注者の生産性や効率性の向上を図ることで吸収すべき問題であるという意識が発注者に根強

くある。
 交渉の過程で発注者から労務費の上昇に関する詳細な説明・資料の提出が求められる。
 発注者との今後の取引関係に悪影響（転注や失注など）が及ぶおそれがある。

63.6%7.3%

29.1% 34.3%
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11.5%60.8%

11.2%
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20.5%61.2%
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56.8%

57.9%

62.7%

67.6%

60.3%

58.1%

53.7%

43.2%

42.1%

37.3%

労務費 その他

ビルメンテナン
ス業及び警備業

ビルメンテナンス業及び警備業

コストに占める労務費の割合の
高い業種

映像・音声・文字情報制作業

情報サービス業 技術サービス業

不動産取引業 道路貨物運送業

情報サービス業

技術サービス業

映像・音声・文字
情報制作業

不動産取引業

道路貨物運送業

全業種平均

価格転嫁を要請
していない受注
者が多いものの、
要請した場合は
労務費の転嫁率
が高い（90%以
上）受注者が多
い。

労務費の上昇を
理由として要請
してもその転嫁
率が低い（10％
未満）受注者が
多い。

価格転嫁を要
請していない
受注者が多い
ものの、要請
した場合は労
務費の転嫁率
が高い（90%
以上）受注者
が多い。

労務費の上昇
を理由として
要請してもそ
の転嫁率が低
い（10％未
満）受注者が
多い。

要請した（労務費の上昇を理由とした） 要請した（労務費の上昇を理由としていない） 要請していない

労務費の割合の高い業種の転嫁の状況
労務費の割合の高い業種の中には要請ができていない業種がみられるが、その業種の中でも要請している受注者は価格転嫁が認められている。



特別調査における事業者からの指摘事項（項目別）

2

項目 事業者からの指摘事項 本指針の対応部分

本社（経営トップ）の
関与

●交渉現場の担当者からすれば労務費上昇分の価格転嫁を認めない行動
を取ることが、発注者の短期的な利益（コスト増の回避）につながり、
業績として評価されることになるので転嫁に応じてもらえない。

発注者としての行動①

発注者側からの定期的
な協議の実施

●約３０年前の取引開始以降、一度も価格改定がなされていない。
●実質的にはスポット取引とはいえない取引であるにもかかわらずス
ポット取引と認識している発注者から価格交渉の打診を受けたことが
なく、取引開始以降、価格が据え置かれている。

●基本的にどの発注者からも長年据え置かれてきた。

発注者としての行動②

説明・資料を求める場
合は公表資料とするこ
と

●発注者から当社のコスト構造を明らかにする資料の提出を求められた
が、明らかにしたくないため労務費の転嫁の要請を断念した。 発注者としての行動③

要請があれば協議の
テーブルにつくこと

 取引上の立場が弱い受注者からは、労務費の転嫁の協議を求めると契
約の打切りなど、不利益を受けるのではないかとの心配から協議を持
ちかけられない。

 燃料費の上昇分の価格転嫁は認められたが、それ以外の労務費などに
ついては交渉のテーブルについてくれなかった。

発注者としての行動⑤

必要に応じ考え方を提
案すること

 発注者が自ら用意した労務費の転嫁の交渉用のフォーマットによる価
格転嫁の申出しか受け付けておらず、当該フォーマットで計算した結
果、当社が本来求めたかった額より低い額となった。

発注者としての行動⑥



労務費の適切な転嫁に向けた取組事例（項目別）

3

項目 事業者の取組事例 本指針の対応部分

本社（経営トップ）の
関与

○受注者からの要請の有無にかかわらず１年に１回以上の価格交渉をす
ること等を内容とする代表取締役からの指示を社内で周知した。 発注者としての行動①

発注者側からの定期的
な協議の実施

○受注者に対し、労務費を含めたコストアップによる価格転嫁の必要性
についての協議を呼びかける文書を定期的に送付している。 発注者としての行動②

説明・資料を求める場
合は公表資料とするこ
と

○最低賃金なり厚生労働省の統計といった公表資料から大まかな賃金の
傾向が確認できれば、わざわざ受注者の労務費が実際に上がっている
かといった個社の労務費の状況までは聞かずに受注者が求める額を受
け入れることとしている。

発注者としての行動③

サプライチェーン全体
での適切な価格転嫁を
行うこと

○毎月実施している直接の取引先である受注者（一次取引先）との会合
において、二次取引先以降の値上げも含めて当社に転嫁を求めてくる
ように声かけをしている。

発注者としての行動④

要請があれば協議の
テーブルにつくこと

○受注者から従業員の賃金を引き上げるために翌期の契約金額の引上げ
を求められたところ、翌期の作業内容に変更はなかったものの、双方
合意の金額にて取引価格を引き上げた。

発注者としての行動⑤

必要に応じ考え方を提
案すること

○労務費の転嫁のやり方が分からないと受注者から相談を受けた際、他
の受注者による算定式として最低賃金の上昇率や物価上昇率を基に要
請額を算定した例を紹介している。

発注者としての行動⑥
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★行動①︓本社（経営トップ）の関与
①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組

方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、②経営トッ
プが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に
示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、
必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。

★行動②︓発注者側からの定期的な協議の実施
受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められ

ていなくても、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回など
定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。
特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して
長年同じ価格で更新されているような取引においては協議が必要
であることに留意が必要である。
協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引と

はいえないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議
することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位
の濫用又は下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれが
ある。

★行動③︓説明・資料を求める場合は公表資料とすること
労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合

は、公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上
昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して
希望する価格については、これを合理的な根拠のあるものとして尊
重すること。

★行動④︓サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと
労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライ

チェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、
直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化
すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要
請額の妥当性の判断に反映させること。

★行動⑤︓要請があれば協議のテーブルにつくこと
受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた

場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたこ
とを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。

★行動⑥︓必要に応じ考え方を提案すること
受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要

に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。

本指針
の性格

 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。
 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。
 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公

正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。
 他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じな

い旨を明記。

4
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★行動②︓交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管する

こと。

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

★行動①︓定期的なコミュニケーション
定期的にコミュニケーションをとること。

★行動①︓相談窓口の活用
労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公

共団体の相談窓口、中小企業の支援機関（全国の商工会議所・
商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を
収集して交渉に臨むこと。

発注者に対して労務費の転嫁の交渉を申し込む際、一例とし
て、６頁の様式を活用することも考えられる。

★行動②︓根拠とする資料
発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最

低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公
表資料を用いること。

★行動③︓値上げ要請のタイミング
労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年

に１回や半年に１回などの定期的に行われる発注者との価格交
渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注者が
価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期な
ど受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用
して行うこと。

★行動④︓発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら
希望する額を提示
発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希

望する価格を発注者に提示すること。発注者に提示する価格の
設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やそ
の先の取引先における労務費も考慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動

今後の対応

● 内閣官房は、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得
て、今後、労務費の上昇を理由とした価格転嫁が進んで
いない業種や労務費の上昇を理由とした価格転嫁の申出
を諦めている傾向にある業種を中心に、本指針の周知活
動を実施する。

● 公正取引委員会は、発注者が本指針に記載の１２の採
るべき行動／求められる行動に沿わないような行為をす
ることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合
には、独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処し
ていく。
また、受注者が匿名で労務費という理由で価格転嫁の

協議のテーブルにつかない事業者等に関する情報を提供
できるフォームを設置し、第三者に情報提供者が特定さ
れない形で、各種調査において活用していく。
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https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

